
公            告 

  

 

塩尻市文化会館特定天井改修等基本計画策定及び支援業務委託に係る公募型プロポ

ーザルを実施するので公告します。  

  

    令和 6 年 3 月 19 日  

  

                                            塩尻市長    百  瀬      敬 

 

１  業務概要  

（1） 業務名  

塩尻市文化会館特定天井改修等基本計画策定及び支援業務委託 

 

（2） 目    的  

本業務は、塩尻市文化会館の安全な施設及び快適な環境の整備を図るため、特定

天井に該当する非構造部材等の耐震改修工事及び築２７年以上が経過し物理的劣化、

社会的劣化が生じている箇所の大規模改修工事の基本計画を策定するものである。

詳細は「塩尻市文化会館特定天井改修等基本計画策定及び支援業務委託仕様書」の

とおりとする。 

 また、これらの基本計画策定及び設計施工者選定準備に係わる支援を行うことを

目的とする。事業方式は設計施工一括発注方式を想定している。 

 なお、本業務の成果に基づき、議会において予算の承認が得られれば工事竣工ま

での各段階においてＣＭ業務を別途随意契約することがある。そのため今回の業者

選定においては、工事竣工までのＣＭ業務の遂行能力に必要な技術者配置を求める

とともに、本業務段階から施工段階までの全段階の業務遂行能力についても審査対

象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（3） スケジュール  

 内容 日時 

１ 募集要領等の公表・公開 令和６年３月１９日（火） 

２ 電子データの提供申請受付期間 令和６年３月１９日（火）午前９時から 

令和６年４月 ３日（水）正午まで 

３ 現地見学会の申込期間 令和６年３月１９日（火）午前９時から 

令和６年３月２２日（金）正午まで 

４ 質問の受付期間 

 

令和６年３月１９日（火）午前９時から 

令和６年４月 ３日（水）正午まで 

５ 質問に対する回答期限 令和６年４月 ８日（月） 

６ 参加表明書等の提出期間 令和６年４月 ９日（火）午前９時から 

令和６年４月１２日（金）正午まで 

７ 参加資格結果通知 令和６年４月１６日（火） 

８ 提案書等の提出期間 令和６年４月２２日（月）午前９時から 

令和６年５月 １日（水）午後５時まで 

９ ヒアリング等審査 令和６年５月１７日（金） 

１０ 審査結果通知 令和６年５月２１日（火） 

１１ 審査結果公表 令和６年５月２７日（月） 

１２ 契約予定日 令和６年５月下旬 

 

２  応募者の参加資格要件  

本プロポーザルに参加することができる者は、次に揚げるすべての参加条件を満

たす単独企業とする。 

(１) 令和５、６年度塩尻市入札参加資格「建設コンサルタント等」のうち「建築コ

ンサル」に登録された者。 

(２) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一級建築士事

務所の登録を受けていること。また、建築士法第１０条第１項の規定による処分

を受けている者が所属していないこと。 

(３) ＣＣＭＪ（（一社）日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンスト

ラクションマネジャー）が１０名以上所属していること。 

(４) 次のＣＭ業務をコンストラクションマネジャーとして、発注者の技術支援を行

った実績があること。共同企業体での実績の場合は代表者としての実績とする。 

ア 基本計画策定の実績 

 「平成３１年国土交通省告示第９８号別添二」による建築物の類型三から十



二に該当する建築物の基本計画等（基本構想又は基本計画）策定業務のうち、

平成２６年４月１日以降に完了している業務（一部完了でも可） 

イ 公共ＣＭ業務の実績 

 国又は地方公共団体が発注する工事で「平成３１年国土交通省告示第９８号

別添二」による建築物の類型三から十二に該当する建築物で、延床面積３，５

００㎡以上の建築物の設計段階から工事段階まで実施したＣＭ業務のうち、平

成２６年４月１日以降に完了している業務（一部完了でも可） 

(５) 塩尻市入札参加資格者に係る入札参加指名停止措置規定（平成２４年訓令第５

号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

(６) 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の

規定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）第２１条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手

形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。）にないこと。 

(７) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていないこと。 

(８) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

(９) 塩尻市暴力団排除条例（平成２４年塩尻市条例第７号）第２条に定める暴力団、

暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこ

と。 

 

３  その他 

提案、選考、契約、業務委託等の詳細については、「塩尻市文化会館特定天井改修等基本

計画策定及び支援業務委託公募型プロポーザル募集要領」、「塩尻市文化会館特定天井改修

等基本計画策定及び支援業務委託仕様書」等を参照してください。 

 

４  担当部署 

塩尻市教育委員会事務局 生涯学習部（交流文化部）社会教育スポーツ課  

清水、山本 

※令和６年４月１日以降組織変更により生涯学習部から交流文化部に名称が変更

になります。 

住 所 〒３９９-０７８６ 塩尻市大門七番町四番三号 

ＴＥＬ ０２６３－５２－０９０２ 

ＦＡＸ ０２６３－５３－７６０４ 

e-mail  shakai@city.shiojiri.lg.jp 及び shisetsu@city.shiojiri.lg.jp 

※2 つのメールアドレスに送信すること。 


